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バーゼルⅢ編 
定量的開示事項（単体） 



【バーゼル規制（国内基準）の変遷】

２から７ページ「自己資本の充実の状況」等については、自己資本比率規制（バーゼル規制）における「開
示を通じた市場規律（第３の柱）」に基づき掲載しています。

「第１の柱（最低所要自己資本比率）」

　最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリスクの計測を現
行規制より精緻化するという点が最も大きな特徴です。具体的には、信用リスク（貸倒れのリスク）の計測
の精緻化に加え、オペレーショナル・リスク（事務事故やシステム障害等により金融機関が被るリスク）の計
測を自己資本比率の算定に反映させています。

「第２の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）」

（参考）バーゼルとは国際決済銀行（Bank for International Settlements、略称：ＢＩＳ）のこと。
　　　　　中央銀行間の通貨売買（決済）や預金の受け入れなどを業務としている組織で、１９３０年に第一次世界大戦で敗
　　　　　戦したドイツの賠償金支払いを統括する機関として設立されました。本部はスイスのバーゼルにあり、決議事項等は
　　　　　１９７４年にＧ１０諸国の中央銀行総裁らにより創設された機関である「バーゼル銀行監督委員会」で４年に１度、定
　　　　　期委員会を開催し、決定しています。

<バーゼルⅠ>
　最低所要自己資本比率を求めるもので平成５年３月３１日より適用が開始されました。
　バーゼルⅠ当時は住宅ローンのリスク・ウエイトが５０％、中小企業向け貸出であっても大企業向け貸
　出と同じリスク・ウエイトが１００％でした。

<バーゼルⅡ>
　バーゼルⅠに比べ、より細分化されたリスク・ウエイトや業務過程でのオペレーショナル・リスクを導入し
  自己資本比率を算出することになり平成１９年３月３１日より適用が開始されました。

<バーゼルⅢ>
　ＢＩＳ規制の内容を見直し、より金融機関のリスクを反映させたバーゼルⅡに次ぐ、新たな枠組み （規制
  強化）で、国際統一基準行の新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）については、平成２５年３月末より
  段階的に実施されています。しかし国内においてのみ活動する国内基準行向けの規制については、従来
  の最低比率を維持しつつ、自己資本の質の向上を図る一方で、業態の特性等も勘案した新国内基準が
   平成２６年３月３１日より適用となりました。

「第３の柱（市場規律）」

　開示の充実を通じて市場規律の実効性を高めることとされ、自己資本比率とその内訳、各リスクのリスク
量とその計算方法等について情報開示が求められています。
　本開示（定量的開示事項）は、この第３の柱への対応によるものです。

バーゼルⅢは３つの柱【第１の柱（最低所要自己資本比率）、第２の柱（金融機関の自己管理と監督上の
検証）、第３の柱（市場規律）】から成り立っています。

　銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第１の柱の対象となっていないリスクも含め金融機関自らが
リスクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク管理が求め
られ、更に、自己資本の充実の取り組み及び自発的に創意工夫をしたリスク管理の方法については、監督
当局による検証・評価を行い、必要に応じて適切な監督上の措置を講ずることとされています。
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自己資本の充実の状況　～　バーゼルⅢ（国内基準）第３の柱　～

　自己資本の構成に関する事項

（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目　　　（１）

36,581 38,083

25,193 25,068

11,715 13,234

326 210

△0 △8

839 834

839 834

- -

-

- -

37,421 38,918

コア資本に係る調整項目　　　（２）

1,042 1,042

- -

1,042 1,042

- -

- -

- -

- -

33 38

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1,076 1,081

自己資本

36,344 37,836

リスク・アセット等　　　　　　　　（３）

585,251 568,542

26,352 26,352

- -

- -

611,603 594,894

自己資本比率

5.94% 6.36%

適格引当金不足額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

　　　

リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額

　　　出しています。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合
　　　会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）に基づき算

オペレーショナル・リスク相当額調整額

信用リスク・アセット調整額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）

信用リスク・アセットの額の合計額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

2024年9月末

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

うち、適格引当金コア資本算入額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額
のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

項             目 2024年3月末

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

前払年金費用の額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

信用金庫連合会の対象普通出資等の額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、利益剰余金の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
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自己資本の充実の状況　～　バーゼルⅢ（国内基準）第３の柱　～

　自己資本の充実度に関する事項

（単位：百万円）

2024年3月末 2024年9月末

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 585,251 23,410 568,542 22,741

585,243 23,409 568,534 22,741

- - - - 

- - - - 

500 20 - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

50 2 50 2

1,447 57 1,442 57

1,420 56 1,420 56

65,432 2,617 52,310 2,092

112,296 4,491 113,577 4,543

103,789 4,151 101,011 4,040

25,274 1,010 25,498 1,019

231,410 9,256 229,685 9,187

3,600 144 3,505 140

141 5 88 3

7,121 284 7,609 304

- - - - 

7,445 297 7,445 297

25,313 1,012 24,888 995

- - - - 

6,981 279 6,757 270

4,482 179 4,665 186

- - - -

- - - -

13,850 554 13,466 538

- - - -

6 0 6 0

6 0 6 0

1 0 1 0

- - - - 

ロ．オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 26,352 1,054 26,352 1,054

ハ．単体総所要自己資本額　（イ＋ロ） 611,603 24,464 594,894 23,795

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞

　粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

　　直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

上記以外

　他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通
  出資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当する
  もの以外のものに係るエクスポージャー

　ルック・スルー方式

②証券化エクスポージャー

　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に
　係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクス
　ポージャー

　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエク
　スポージャー

　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有し
  ている他の金融機関に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
  手段に関するエクスポージャー

　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有し
  ていない他の金融機関に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調
  達手段のうち、その他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に係る
  5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

　上記以外のエクスポージャー

外国の中央政府及び中央銀行向け

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

取立未済手形

信用保証協会等による保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付

出資等

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

③リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％

　　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。

　　　３．「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。

　　　４．「上記以外のエクスポージャー」とは、「上記以外」のうち内訳に含まれないエクスポージャーのことです。
　　　５．オペレーショナル・リスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。

④CVAリスク相当額を8％で除して得た額

⑤中央清算機関関連エクスポージャー

３



自己資本の充実の状況　～　バーゼルⅢ（国内基準）第３の柱　～

　信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

■　地域別・業種別・残存期間別エクスポージャーの期末残高
（単位：百万円）

2024年3月末 2024年9月末

信用リスクエクスポージャー期末残高 信用リスクエクスポージャー期末残高

　地域区分
　業種区分
　期間区分

貸出金等 債券 貸出金等 債券

国内 1,367,744 767,517 214,796 4,412 1,391,978 769,940 222,563 4,184

国外 13,006 - 13,006 - 12,004 - 12,004 -

地域別合計 1,380,751 767,517 227,802 4,412 1,403,983 769,940 234,568 4,184

製造業 13,397 12,851 500 146 13,008 12,463 500 18

農業、林業 165 165 - - 162 162 - -

漁業 179 179 - - 156 156 - -

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - -

建設業 57,564 57,564 - 286 56,998 56,998 - 239

電気、ガス、熱供給、水道業 11,555 3,057 8,497 - 11,257 2,759 8,497 -

情報通信業 2,522 2,502 - 0 2,298 2,278 - 0

運輸業、郵便業 26,944 9,614 17,300 19 26,952 9,622 17,300 19

卸売業、小売業 37,513 37,495 - 112 37,728 37,710 - 120

金融業、保険業 379,510 5,292 25,505 - 391,924 5,408 24,004 0

不動産業 282,455 280,246 - 2,682 281,833 279,624 - 2,529

物品賃貸業 747 744 - 4 930 927 - 4

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 7,267 7,228 - 16 7,750 7,711 - 16

宿泊業 11,353 11,328 - 38 10,505 10,480 - 35

飲食業 28,505 28,505 - 17 29,766 29,766 - 6

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 25,891 25,891 - 710 25,787 25,787 - 678

教育、学習支援業 5,772 5,772 - - 5,342 5,342 - -

医療、福祉 16,115 16,038 - 0 16,986 16,918 - 0

その他のｻｰﾋﾞｽ 20,412 20,378 - 8 27,633 27,599 - 8

国・地方公共団体等 199,176 23,177 175,999 - 205,808 21,543 184,265 -

個人 219,482 219,482 - 367 216,676 216,676 - 505

その他 34,217 1 - - 34,473 1 - -

業種別合計 1,380,751 767,517 227,802 4,412 1,403,983 769,940 234,568 4,184

１年以下 214,062 140,202 5,858 203,955 147,032 4,921

１年超３年以下 196,855 63,149 28,699 182,295 59,192 30,596

３年超５年以下 97,809 34,746 52,985 109,318 35,427 60,323

５年超７年以下 134,873 70,394 48,878 140,490 72,645 49,244

７年超１０年以下 167,964 94,076 51,688 177,704 93,133 49,371

１０年超 435,896 363,104 39,692 421,090 360,881 40,109

期間の定めのないもの 133,289 1,843 - 183,767 16,268 -

残存期間別合計 1,380,751 767,517 227,802 1,403,983 769,940 234,568

　　　４．CVAリスクは含まれていません。

エクスポージャー＿
区分＿ 三月以上

延滞エクス
ポージャー

三月以上
延滞エクス
ポージャー

（注）１．「貸出金等」とは、貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引のことです。なお、「デリバティブ取引」については、該当ありません。

　　　５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

　　　６．期中平均残高は期末残高と大きな乖離は見られないため、開示していません。

　　　２．「3月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。

　　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。

　　　　　具体的には現金、固定資産、繰延税金資産等が含まれます。
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■　一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（単位：百万円）

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合計

■　業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単位：百万円）

製造業

農業、林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

電気、ガス、熱供給、水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業

物品賃貸業

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業

飲食業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

その他のｻｰﾋﾞｽ

国・地方公共団体等

個人

合計

■　リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

　　　　０％
　　　　１０％
　　　　２０％
　　　　３５％
　　　　５０％
　　　　７５％
　　　１００％
　　　１５０％
　　　２５０％
　１，２５０％
その他
合計

自己資本の充実の状況　～　バーゼルⅢ（国内基準）第３の柱　～

2024年3月末 2024年9月末

期首残高
当期
増加額

当期
減少額

期末残高 期首残高
当期
増加額

当期
減少額

670 839 670 839 839 834 839

期末残高

834
5,232 5,713 5,232 5,713 5,713 5,563 5,713 5,563

6,552 6,398

2024年3月末 2024年9月末
個別貸倒引当金

貸出金
償却

個別貸倒引当金
貸出金
償却

5,902 6,552 5,902 6,552 6,552 6,398

期首残高
当期
増加額

当期
減少額

期末残高 期首残高
当期
増加額

当期
減少額

期末残高

75 12 75 12 - 12 10 12 10 -

-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

491 539 491 539 - 539 529 539 529 -

- - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

202 212 202 212 0 212 209 212 209 -

59 4 59 4 - 4 4 4 4

-

2,035 2,523 2,035 2,523 - 2,523 2,468 2,523 2,468 -

93 105 93 105 - 105 104 105 104

-

34 15 34 15 0 15 15 15 15 -

- 4 - 4 0 4 4 4 4

-

200 141 200 141 - 141 142 141 142 -

376 270 376 270 - 270 216 270 216

-

- - - - - - - - - -

1,242 1,353 1,242 1,353 - 1,353 1,353 1,353 1,353

-

220 316 220 316 - 316 309 316 309 -

12 13 12 13 - 13 13 13 13

-

188 200 188 200 0 200 181 200

- - - - - - - - -

5,563 -

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。

（注）２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

告示で定める
リスク・ウェイト区分

エクスポージャーの額

181 -

5,232 5,713 5,232 5,713 0 5,713 5,563 5,713

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

2024年3月末 2024年9月末

合計 合計

86,308 - 86,308 90,955 - 90,955
307,665 - 307,665 396,610 - 396,610

67,872 - 67,872 68,047 - 68,047
398,572 41,906 356,666 334,110 43,318 290,792

124,793 - 124,793 120,883 - 120,883
25,437 6,944 18,493 24,196 7,049 17,147

1,057 - 1,057 1,119 - 1,119
361,987 - 361,987 361,374 - 361,374

4,846 - 4,846 4,473 - 4,473

2,210 - 2,210 2,210 - 2,210
- - - - - -

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限っています。

（注）２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

（注）３．「その他」とは、複数の資産を裏付とする資産（いわゆるファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産のことです。

（注）４．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクは含まれていません。

1,380,751 48,850 1,331,900 1,403,983 50,367 1,353,615

５



自己資本の充実の状況　～　バーゼルⅢ（国内基準）第３の柱　～

　信用リスク削減手法に関する事項

■　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単位：百万円）

信用リスク削減手法■ 2024年3月末 2024年9月末

　ポートフォリオ
適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 4,203 - 4,090 -

我が国の政府関係機関向け - - - - -

地方三公社向け - - - -

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け - - - -

法人等向け 518 - 573 -

中小企業等向け及び個人向け 2,201 - 2,183 -

抵当権付住宅ローン 54 - 38 -

不動産取得等事業向け 1,035 - 1,125 -

三月以上延滞等 - - - -

信用保証協会等による保証付 179 - 161 -

上記以外 212 - 7 -

　派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

（単位：百万円）

（単位：百万円）

①派生商品取引合計

(ⅰ)外国為替関連取引

(ⅱ)金利関連取引

(ⅲ)金関連取引

(ⅳ)株式関連取引

(ⅴ)貴金属（金を除く）関連取引

(ⅵ)その他コモディティ関連取引

(ⅶ)クレジット・デリバティブ

②長期決済期間取引

合計

■　担保の種類別の額

　　　該当ありません

■　与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの種類別想定元本額

　　　該当ありません

■　信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

　　　該当ありません

71,465 71,109

-

11,999 10,499

- -

7,115 6,919

43,014 43,508

2024年3月末 2024年9月末

7,623 8,433

1,082 1,024

0 2

- -

630 722

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

与信相当額の算出に用いる方式 カレントエクスポージャー方式 カレントエクスポージャー方式

グロス再構築コストの額 5 5

グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン合計額から
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の
与信相当額を差し引いた額

- -

（注）グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っています。

2024年3月末 2024年9月末

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案す
る前の与信相当額

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案し
た後の与信相当額

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案す
る前の与信相当額

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案し
た後の与信相当額

5 5 5 5

- - - -

5 5 5 5

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

5 5 5 5

- - - -

- - - -

６



自己資本の充実の状況　～　バーゼルⅢ（国内基準）第３の柱　～

　証券化エクスポージャーに関する事項

　　該当ありません

　出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

2024年3月末 2024年9月末

貸借対照表
計上額

時価
貸借対照表
計上額

時価

■　貸借対照表計上額及び時価 上場株式等 225 225 172 172

非上場株式等 5,106 5,106 5,106 5,106

合計 5,332 5,332 5,279 5,279

（単位：百万円）

2024年3月末 2024年9月末

■　出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 売却益 - -

売却損 0 -

償却 - -

評価損益 134 81

■　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 評価損益 - -

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー

金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

金利リスク

2024年3月末 2024年9月末 2024年3月末 2024年9月末

1 16,093 14,754 650 1,170

2 0 0 0 0

3 13,603 12,512

4 0 0

5 676 539

6 0 56

7 16,093 14,754 650 1,170

8 36,344 37,836

ΔNII

上方パラレルシフト

区分

■　貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない
■　評価損益の額

2024年3月末 2024年9月末

4,006 4,006

最大値

項番
ΔEVE

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

自己資本の額

７


